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工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめ

や不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。

今回発注する「Ｒ2相武国道事務所管内橋梁補修維持工事」については、「余裕期間制度（フ

レックス）」及び「難工事指定」を試行します。

（１） ｢橋梁補修維持工事」

橋梁補修に小規模なメンテナンス作業が含まれる工事です。小規模なメンテナンス作業は作

業日報に基づき積算します。

（２）「余裕期間制度（フレックス）」

発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の内で、受注者が

工事の始期と終期を決定します。受注者が決定した工事の始期から終期までが工期となり、受

注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。

（３）「難工事指定」

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評

価対象工事（試行）を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

新たな取り組みとして、橋梁の日常メンテナンスや補修を一元的
に実施する「橋梁補修維持工事」を発注します。

～「Ｒ２相武国道事務所管内橋梁補修維持工事」において、
「余裕期間制度（フレックス）」及び「難工事指定」を採用します～
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《余裕期間制度（フレックス）について》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和４年２月２８日

までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者の配置が不要となります。

《難工事指定について》

本工事は、交通量が多い現道上での夜間作業、限られた狭隘な作業ヤード内での施工となる

箇所が点在しており、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事指定」を採用します。

「難工事指定」された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今後

発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象

となります。

《スケジュール》
○入札公示、入札説明書 交付
○技術資料等 提出期限
○入札書・工事費内訳書 提出期限
○開札日

：令和３年 ２月２４日（水）
：令和３年 ３月 ３日（水）
：令和３年 ３月１８日（木）
：令和３年 ３月２２日（月）

《工事概要》 

（１）工 事 名：  Ｒ２相武国道事務所管内橋梁補修維持工事 

（２）工事場所： 相武国道事務所管内 

（３）工  期： 契約の翌日から令和４年２月２８日（余裕期間制度（ﾌﾚｯｸｽ）） 

（４）入札方式  総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)  

（５）工事種別： 維持修繕工事 

（６）工事内容： 構造物補修工 １式 

         応急処理工  １式 


